
安中市まちづくり人材バンクについて
本 地域づくり課

　本市は、市民活動の活性化や市民参加によるまちづ
くりの推進を図るため、人材バンク事業を行っていま
す。人材バンクとは、豊富な経験や専門的な知識、技能
を有する人を人材として登録し、その経験や知識、技能
を必要な人へ提供するシステムです。
　ぜひ、人材バンクへの登録、また人材バンクのご利用
をお待ちしています。詳しくは市ホームページをご確
認ください。

情報公開制度� 本 行政課

　この制度は、本市が保有する情報について、安中市情
報公開条例に基づいて公開を請求することができる制
度です。市は、市政に関して積極的に説明する責務を全
うし、公正で民主的な市政の推進に努めます。

広報・広聴� 本 秘書課

広報あんなか・おしらせ版あんなか
　「広報あんなか」は、毎月1日、「おしらせ版あんなか」
は15日（1月を除く）に発行しています。本市の施策、本
市からのお知らせ、地域の話題などをお届けしていま
す。
　配布は自治会を通じて行います。
　「広報あんなか」、「おしらせ版あんなか」は、市ホーム
ページからも読むことができます。

ホームページ（https://www.city.annaka.lg.jp）
　本市からのお知らせやイベント情報、観光情報など
をホームページで紹介しています。
　また、本市へのご意見、ご質問などもお気軽にお寄せ
ください。

市公式ＳＮＳ
　市政情報のより効果的な伝達と災害時の緊急伝達手
段の確保を目的に、「X」、「Instagram」、「YouTube」、
「LINE」を運用しています。市政や観光の情報などをお
伝えするほか、災害発生などの緊急時には、避難誘導な
どの情報提供手段のひとつとしても活用しています。
皆さん、ぜひご利用ください。アカウントなどはP21を
ご覧ください。

請求の対象になる情報
　本市（実施機関）の職員が職務上作成し、または取得
した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機
関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関
が保有しているもの（合併前の情報であって、現在も本
市が保有しているものについては、任意的に公開する
ことに努めています）。

市への投書箱「令和目安箱」
投書箱の設置場所
本 、松 、各地区の公民館・生涯学習センターなど

市民参加
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本庁舎 松井田庁舎 谷津庁舎 安中しんくみスポーツセンター碓氷川クリーンセンター本 松 谷 ク ス

統計� 本 政策・デジタル推進課公開の対象にならない情報
　本市（実施機関）が管理する情報は、原則として公開
しますが、次の情報などについては、公開することに
よって、市民に不利益を与えてしまったり、市民の財産
などを保護するうえで支障が生じてしまったりするこ
とから、公開の対象にならない場合があります。
�個人に関する情報　 �法人の利益を害する情報
�個人の生命、健康、生活、財産の保護に支障が生じる
情報など

請求の種類
1．開示請求
　本市が保有している自分の情報の開示を請求するこ
とができます。請求の際には、その情報の当事者などで
あることを確認させていただきます。
2．訂正、利用停止などの請求
　自分の情報について、事実に反する誤りがある場合
は、その訂正を請求することができます。
　また、自分の情報が法令等に違反して、目的外の利用
または提供がされている場合には、利用または提供の
停止などを請求することができます。

個人情報開示などの請求について

個人情報保護制度� 本 行政課

　この制度は、本市が保有する個人情報の適正な取り
扱いについて必要なルールを定めるとともに、本市が
保有する個人情報の当事者等が自己の個人情報を開
示、訂正および利用停止をすることを求める権利を保
障することによって、個人の権利利益の保護および市
民に信頼される公正で民主的な市政の推進を図ること
を目的とする制度です。

個人情報を適正に取り扱うためのルール
1．収集の制限
　個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかに
し、その目的を達成するために必要な範囲内で、原則と
して本人から収集します。
2．利用・提供の制限
　個人情報を取り扱う目的の範囲を超えて個人情報を
内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則
としてありません。

個人情報とは
　個人に関する情報であって、特定の個人を識別す
ることができるものなどをいいます（コンピュータに
よって処理をしている情報だけでなく、手書きの情報も
対象になります）。

各種統計調査結果
政府統計の総合窓口（e-Stat）

　https://www.e-stat.go.jp/

群馬県統計情報提供システム
　https://toukei.pref.gunma.jp/

市議会� 本 議会事務局

定例会と臨時会
　定例会は、定期的に招集される議会の会議で条例に
より年4回開かれます。一定例会あたりの会期はその都
度違いますが、12日から20日間ほどで行われます。ま
た、臨時会は必要がある場合、示された案件に限って審
議するために招集される会議です。

委員会
　議案その他の議決事項は、最終的には本会議で決定
されますが、市行政の事務は幅広く複雑なため、本会議
で詳しく審議することは能率的ではありません。そこ
で、いくつかの部門に分けて審査を行うため、専門的か
つ効果的に審査ができる委員会が設けられています。
委員会には、常設している常任委員会、議会運営委員会
と必要に応じて設置する特別委員会があります。

常任委員会
　所管の事務に関する調査を行い、議案、請願などを審
査します。安中市議会では、総務文教・福祉民生・経済建
設の常任委員会を設けています。議員はいずれか1つの
委員会に所属します。

議会運営委員会
　議会の運営に関する事項、議会の会議規則などに関
する事項、議長の諮問に関する事項について調査を行
い、議案、請願などを審査するため設けられています。

特別委員会
　議会が特に必要があると認めた案件に関し審査や調
査するために、その都度設置される委員会です。その審
査や調査が終了すれば役割を終えます。
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選挙� 本 選挙管理委員会

期日前投票
　投票日当日に仕事や冠婚葬祭、旅行などの理由で投
票できない見込みの人は、公示日・告示日の翌日から投
票日前日までの間、市役所などで期日前投票をするこ
とができます。

指定施設での不在者投票
　都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や介
護施設に入院・入所している人は、その施設内で不在者
投票ができます。

郵便による不在者投票
　次に該当する人は、郵便などによる不在者投票がで
きます。その場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の
交付を受ける必要があります。
�身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持ち、一定以
上の障害がある人。
�介護保険被保険者証に「要介護5」の記載がある人。

他市区町村での不在者投票
　仕事や旅行などで投票日当日に本市で投票できない
見込みの人は、滞在先の市区町村で不在者投票ができ
ます。

選挙人名簿
　公正な選挙を行うため、投票することのできる人を
あらかじめ登録しておくもので、住民基本台帳を基に
作成しています。選挙権はあっても、名簿に登録されて
いないと投票できません。
登録要件

　満18歳以上の日本国民で本市に引き続き3か月以上
住んでいる人。

投票日に投票できない場合
　下記の方法でも投票できます。詳しくは、本 選挙管理
委員会までお問い合わせください。

議会だより
　議会だよりは、定例会における市議会の活動状況を、
広く市民の皆さんへお伝えすることを目的とした議会
広報紙です。年4回発行しており、全世帯に配布してい
るほか、市議会のホームページで閲覧できます。

海外に居住する人の投票
　外国に居住している人で、一定の要件を満たす場合、
在外選挙人証の交付を受け、衆議院議員および参議院
議員の選挙、国民審査の投票ができます。居住している
地域の管轄在外公館での申請が必要になります（一定
の要件を満たす場合、出国手続時に申請することもで
きます）。詳しくは、外務省のホームページをご覧くだ
さい。

会議録
　市議会のホームページから定例会および臨時会の会
議録を閲覧できます。会議録の検索もでき、キーワー
ドや発言者から閲覧したい会議録を探すことができま
す。
　また、市立図書館や議会事務局でも会議録は閲覧す
ることができます。

議会の映像配信
　市議会では、開かれた議会を目指し、本会議の様子を
インターネットでライブ配信しています。また、過去の
録画した映像も見ることができます。

請願と陳情
　市議会では、市政についての要望や意見を請願書、陳
情書として受け付けています。
　一定の要件を備えた請願書が提出されると、議長は
これを受理し、本会議で所管の委員会に付託します。付
託を受けた委員会は、当該請願を紹介した議員の出席
を求め、請願の趣旨について説明を聴いたり、執行機関
の考え方を聴くなどして慎重に審査します。委員会で
結論が出たものは、本会議に報告し、そこで最終的な結
論（採択・不採択など）が出され、その結果を提出者に通
知します。
　なお、請願書を提出する場合は、議員の紹介が必要に
なります。議員の紹介のないものは、所管の委員会など
に送付されます。

傍聴
　議会の本会議と常任委員会は、原則として傍聴する
ことができます。傍聴は、市政の方針や議員の活動を見
聞きできます。傍聴を希望される人は、当日に議場傍聴
受付または委員会室傍聴受付で住所、氏名を傍聴受付
用紙に記載していただきます。傍聴されるときは、会議
中の発言に対して声を出す、撮影、録音などをすること
は禁止されています。詳しくは本 議会事務局までお問
い合わせください。
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